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法定研修会開催

９月８日（水）東京国際フォーラムにおいて、
法定研修会を開催します。詳細について
は、後日郵送にてお知らせします。

お知らせ
information
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公益社団法人化へむけて対応
（社）全日本不動産協会東京都本部
（社）不動産保証協会東京都本部

本部長　原嶋 和利

ごあいさつ

成21年度を振り返ってみま
すと、リーマンショック、ま

た、サブプライムローン問題に端
を発した世界的な金融危機や同時
不況の影響から、国内では個人消
費や設備投資等の需要も落ち込み、
未だ自律的な回復には至っており
ません。不動産業界は、この経済情
勢の影響をまともに受けています。
　政府におかれましては、昨年12
月の「緊急経済対策」で、住宅取
得時の贈与税非課税枠拡大、住宅
版エコポイント制度、フラット35
Ｓの金利優遇などの施策を打ち出
されました。これに止まらず、大
胆な金融政策など、住宅市場が大
いに活性化するような政策を打ち
出していただきたいと期待をして
います。

　この厳しい状況下にありまして、
平成21年度の新入会員は448社に
のぼりました。多くを会員の皆様
方にご紹介をいただいての入会で
ございました。改めて、皆様方に
御礼を申し上げたいと思います。
　さて、私は、昨年この総会にお
きまして、皆様からご支援をいた
だき、本部長を拝命いたしました。
この激しい変化の時代、未来に向
け、いま何をなすべきか、これを
考え全力で走ってまいりました。
ご存知のように公益法人制度改革
に向けて色々な議論が展開されて
おります。全国の中心地方本部と
して、この制度改革に向けて、しっ
かりと対応しなければならないと
考えております。
　平成22年度事業計画では、会

員増強の推進、会員支援事業の
充実、新公益法人制度への対応、
組織の充実に向けた体制整備の
検討、会員参加による調査・研究
事業の推進・検討、相談事業・研
修事業・広報事業の充実、消費者
の保護の推進、これらを重点事
業として掲げました。
　とくに会員参加による調査・研
究につきましては、公益事業とし
ての位置付けの中で、成果を会員
の皆様のお仕事に役立つよう、
しっかりとテーマを吟味しなが
ら、展開していきたいと考えてお
ります。
　最後に会員皆様方のご健勝と
益々のご事業の発展を心からご祈
念申し上げまして、挨拶に代えさ
せて頂きます。

平

５月25日、千代田区のグランドアーク半蔵門において、

保証都本部第37回・全日都本部第59回の通常総会が

開催され、それぞれ213名・232名の代議員が出席しました。

千代田支部・小野重國氏が議長を、多摩南支部・小川正司氏が

副議長を務め、平成21年度の事業報告や決算･監査報告、

および平成22年度の事業計画、収支予算などが

承認されました。原嶋和利本部長は、平成21年度の

厳しい経済状況を振り返りつつも、政府の経済対策や

不動産業界の経営環境整備等による住宅市場

活性化に期待を寄せる旨の挨拶を述べられました。

また、公益法人制度改革に向けて全力で

対応していく意欲を表明しました。

あいさつをする
原嶋和利本部長

議長をつとめた小
野重國氏（左）と
副議長の小川正
司氏

㈳全日本不動産協会東京都本部

第59回 通常総会開催
㈳不動産保証協会東京都本部

第37回 通常総会開催
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232名の代議員が出席 
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㈳不動産保証協会東京都本部 通常総会

議案内容

第7号議案

役員選任に関する件

第8号議案

総本部総会代議員の選任に関する件

第6号議案

「全日共済会」の運営に関する件

第5号議案
平成22年度  収支予算（案）に関する件

㈳不動産保証協会東京都本部

㈳全日本不動産協会東京都本部

第5号議案
平成22年度収支予算（一般会計）概要表
平成22年4月1日〜平成23年3月31日まで

第5号議案
平成22年度収支予算（一般会計）概要表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

第２号議案
平成21年度収支決算（一般会計）概要表
平成21年4月1日〜平成22年3月31日まで

第２号議案
平成21年度収支決算（一般会計）概要表
平成21年4月1日〜平成22年3月31日まで

　保証と同内容。

　保証と同内容。

　第58回通常総会（平成21年５月21日開催）におい
て承認された、「全日共済会」の平成22年5月末の
解散および６月１日からの任意団体への移行について、
変更が承認された。全日共済会の解散を本年５月末日
には行わず、解散時期は、総本部の公益法人改革へ
の対応を注視しながらの決定となる。同様に、資産・
事業を引き継ぐ組織の法人形態も、任意団体に限定
をせず、総本部の対応に注視しながら決定する。

　別表参照。

第1号議案
平成21年度  事業報告に関する件
　苦情申出件数は、昨年度の224件から大幅に減少し103件
となった。聴聞会の回数を増やすなどして迅速な対応を行い、
過年度処理分も含めて計138件の処理を終えた。弁済業務
保証金から還付を受け得る債権として認証された件数は、前
年度（16社23件）を上回る20社28件、認証額は5,685万
2,087円と前年度（6,773万4,911円）を下回るものとなった。
　東京国際フォーラムで実施した法定研修会の出席数は、
4,973名となり、受講率向上のため別日に設けた欠席会員対
象の研修会には945名（うち会員外出席38名）が参加した。
　公益法人制度改革への対応として、全日・保証両団体の
公益事業比率把握のため、また、総本部作業部会における
検討資料とするために、支部の協力を得て本部・支部全事業
の事業内容並びに収支明細表を作成し、総本部へ提出した。
　また、新制度へ移行するにあたっての当本部の検討課題、
及び今後の展望に関する勉強会を理事・監事を対象に開催
した。

第2号議案
平成21年度  決算報告に関する件
別表参照。

第5号議案
平成22年度  収支予算（案）に関する件
　別表参照。

第3号議案
平成21年度  監査報告に関する件
　業務処理は適正に実施されており、出納業務は、適正に
処理されていることが報告された。

第4号議案
平成22年度  事業計画（案）に関する件
○本年度の新規入会見込は430社とし、会員8,000社達成を
目標とする。
○複雑多様な苦情･紛争について公正な処理と早期解決を図る
ため、弁護士等専門家の助言を積極的に求めるとともに、
相談担当者の法律実務研修を実施し紛争処理能力の向上を
目指す。事業内容によって、綱紀調査委員会及び自主規制
委員会と連携し、紛争の早期解決と未然防止に取り組む。
○法定研修会を９月８日(水)に東京国際フォーラムにおいて開
催する。

○公益法人制度改革への対応については、総本部総会の結

㈳全日本不動産協会東京都本部 通常総会

議案内容 

第1号議案
平成21年度  事業報告に関する件
　宅地建物取引主任者講習センターの業務として、法定講習
会を24回開催し、予定数2,250名を大幅に上回る3,471名
に取引主任者証を発行した。「全日東京アカデミー」では、
都民及び会員向けに各種研修や講座を18回実施した結果、
のべ2,128名が受講した。
　関東流通センター及び支部との連携によるレインズIP型・
ZeNNETの利用促進、支部主催パソコン研修会への協力や
情報交換会などを通して、流通活性化事業の推進を行った。
　相談事業として、都内24会場での不動産街頭無料相談会
や、都本部における弁護士との対面による法律相談を行い、
相談件数はそれぞれ915件と224件に達した。また、弁護士
による電話相談を新たに開始し、441件の相談に応じた。
　広報活動については、機関紙「不動産東京」やホームペー
ジの一層の充実、業界紙への広告出稿などにより、都本部の
PRや会員業務支援を図った。
　公益法人制度改革への対応については、保証と同内容。

第2号議案
平成21年度  決算報告に関する件
　別表参照。

第3号議案
平成21年度  監査報告に関する件
　業務処理は適正に実施されており、出納業務は、
適正に処理されていることが報告された。

第6号議案

役員選任に関する件

　役員の補選が行われ、千代田支部の池田武氏（日東建物
株式会社）、城北支部の吉田卓氏（共同物産株式会社）２
名の理事が承認された。

第7号議案

総本部総会代議員の選任に関する件

　提案された91名の総本部総会代議員が、承認された。

第4号議案
平成22年度  事業計画（案）に関する件
　公益法人制度への対応、会員増強の推進、会員
支援事業の充実、組織の充実に向けた体制整備の検
討、会員参加による調査・研究事業の推進・検討、相
談事業・研修事業・広報事業の充実、消費者の保護の
推進を重点事業とする。
　公益法人制度改革への対応については、保証と同
内容

科目 予算額（単位：円）

事業活動収入計 109,097,032

事業活動支出計 108,825,000

事業活動収支差額 272,032

投資活動収入計 1,000

投資活動支出計 8,506,637

投資活動収支差額 △8,505,637

予備費支出  5,000,000

当期収支差額 △13,233,605

前期繰越収支差額  113,775,995

次期繰越収支差額  100,542,390

科目 予算額（単位：円）

事業活動収入計 511,346,532

事業活動支出計 548,426,300

事業活動収支差額 △37,079,768

投資活動収入計 51,500,696

投資活動支出計 14,006,637

投資活動収支差額  37,494,059

予備費支出  20,000,000

当期収支差額 △19,585,709

前期繰越収支差額  136,621,970

次期繰越収支差額  117,036,261

科目 決算額（単位：円）

事業活動収入計 121,943,716

事業活動支出計 93,605,024

事業活動収支差額 28,338,692

投資活動収入計 0

投資活動支出計 17,176,209

投資活動収支差額 △17,176,209

予備費支出  0

当期収支差額 11,162,483

前期繰越収支差額 102,613,512

次期繰越収支差額 113,775,995

科目 決算額（単位：円）

事業活動収入計 465,747,713

事業活動支出計 495,270,398

事業活動収支差額 △29,522,685

投資活動収入計 0

投資活動支出計 22,576,210

投資活動収支差額 △22,576,210

予備費支出  0

当期収支差額 △52,098,895

前期繰越収支差額 188,720,865

次期繰越収支差額 136,621,970

㈳全日本不動産協会東京都本部

第59回 通常総会開催
㈳不動産保証協会東京都本部

第37回 通常総会開催

通常総会の様子。会場では今後の方向性などを含め、活発な議論が展開されました。

（公益社団法人化へ向けた動きは最重要課題ですので太字で表記してあります。）

果及び今後の動向を踏まえ、当本部も公益目的事業と共益
事業の研究を行うと共に、新公益法人制度移行のために必
要な「保証と全日の事業区分・事務区分の明確化」「公益
目的事業と共益事業の研究」「総本部から示される課題へ
の対応」を積極的に進める。

厳しい経済情勢のなか、448社入会した。
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特集Ⅱ

　まずホームインスペクション
とは、売買物件の調査のことで
す。日本の宅地建物取引業者が
行う一連の業務の中の、「調査」
の部分に特化したものです。英
米法におけるこの制度の法意は
「買主注意せよ」です。買主が
自己責任で、購入前にしっかり

物件をチェックしなさい、とい
う意味での制度なんですね。反
対に日本では、売主に瑕疵担保
責任があります。調べるのは業
者だし、仮に買ってしまっても、
売主が事後的に責任を取ってく
れるという、この二点が主な理
由で、日本では今までこういった
システムの必要性は声高に言わ
れてこなかったのだと思います。
　次にエスクロー。これはアメ
リカ、とくにカリフォルニア州
で主に採られている制度です。
不動産取引で発生するさまざま
な取引手続きや法的手続きを、
第三者機関であるエスクロー会

社に託すことで、公平・適正な
取引を成立させています。アメ
リカは登記の制度が日本と異な
り、物件の所有者を特定するこ
とからして、調査が非常に難し
いという現状があります。そこ
で契約締結にともない発生する
煩雑な法的手続きなどを行うエ
スクロー会社が、不動産業者と
は別に存在するのです。
　エスクローは取引をフィック
スし安定を図るための、一つの
ボックスでもあります。一度売
買契約をエスクローに入れると、
売主は、後からもっと高い値で
買うという別の購入希望者が現

れても、契約変更はできません。
逆に買主は、期間が保証され余
裕がある分じっくり調査ができ
ます。

　その理由は二つあると思いま
す。一つは現政権の政策にもあ
る、既存住宅流通活性化の流れ
です。既存住宅の場合、新築以
上に建物の品質に対して注意を
払わなければなりませんから。
二つ目は、買主側に自衛の意識
が高まってきていること。瑕疵
担保責任とは言っても、売主が
例えば倒産してしまえば、結局
その買主は守られません。また、
個人が売主となる既存住宅の取
引が増えるにつれて、特約など
により責任を追及できないとい
う実態が表面化してきているこ
とも原因でしょう。
　個人的には、法律でインスペ
クションの義務付けまではしな
くていいと思います。時間と費
用を秤にかけて、するかしない
かの選択肢がある状態のほうが
良いのではないでしょうか。市
場の中での評価に任せて、自然
な流れとして定着するのが望ま
しいですね。
　日本型インスペクションを導
入するなら、売主側が行い提供
する仕組みの方が普及しやすい
でしょう。売主が一回行えば、
買主候補が何人現れても、一つ
の調査結果をその都度見せれば
済みます。調査項目にエネル
ギー効率などの環境性能を入れ

れば、中古住宅の流通と環境配
慮という、国の二つ大きな方策
を両立できる制度になるのでは
ないでしょうか。

　それでもいいでしょう。宅建
業者は、自分のところでやろう
と思えばできるし、インスペク
ションの業務を外出しにもでき
るという、両立可能な制度を設
えればいいだろうと思います。
　なぜかというと、仲介手数料
の問題も絡んでくるからです。
もしこれを現状の宅地建物取引
業の中に入れるならば、宅建業
者の権益は守られる一方、新た
な事務と責任が対価となります。
外部と協業という形をとって、
そちらへの報酬が、従来の仲介
手数料に追加で発生するなら問
題ありませんが、仲介手数料の
一部とみなされる可能性もあり
ます。ですから、どちらをとる
のか業者が選択できる状況が望
ましいのではないでしょうか。

　日本の宅建業者は、あらゆる

分野の業務に携わりますから、
その負担を軽くする意味で必要
かもしれませんね。エスクロー
導入による中小宅建業者のメ
リットは、取引に伴う煩雑な業
務を全部そちらに任せることが
できるという点です。宅建業の
皆さんは、建物調査も法律関連
の仕事も行い、ローン付けまで
してしまう。ここまで多岐にわ
たる業務を一宅建業者が行うの
は、世界的に見ても日本くらい
なんですよ。社会的にもたいへ
ん重要な、大きな役割を果たし
ているといえます。消費者から
すれば、現在のワンストップで
済む形は非常に安心・便利です
しね。
　ですから誇りを持って仕事を
してもらいたいですが、それが
時に重荷となることもあるで
しょう。既存住宅流通活性化の
中で今後、宅建業者が既存住宅
を買い取りリフォームした後、
売主となるといったケースも考
えられます。宅建業者の皆さん
が行っている業務を振り分ける
ためには、エスクローは一つの
有効な手段となるのではないで
しょうか。

政府はこのほどまとめた新成長戦略で、2020年までに中古住宅流通市場規模を８兆円に、リフォーム市場規模を
12兆円にする目標を打ち出しました。既存住宅流通活性化の切り札の一つとして位置付けられているのが

ホームインスペクションとエスクロー。現政権の住宅政策のなかでもその重要性が言及されています。これらの概念と、
日本版のあり方、中小宅建業者に与える影響について、学識経験者と実務家の方々に伺いました。

日本型ホームインスペクションとエスクローの可能性を探る

既存住宅流通
活性化のために、何を、どうやるか

日本版ホームインスペクションは
売主提供のほうが現実的です

Yasuhiko Nakajo
1979年名古屋工業大学大学院工学研究科建築学専攻
修士課程修了。福手武夫建築都市計画事務所、㈶日本不
動産研究所、Varnz America, Inc.勤務を経て、1992年㈱
スペースフロンティアを設立し代表取締役就任。明海大学
不動産学部講師、助教授を経て2003年より現職。2004
年～2005年ケンブリッジ大学土地経済学部客員研究員。

中城 康彦氏
明海大学不動産学部教授

そもそもホームインスペクション
とエスクローとは何なのか、成立
の経緯と併せておねがいします。

現在わが国ではホームインスペ
クションに関して制度化の動きが
ありますが、それをどうご覧にな
りますか。

ホームインスペクションを行う主
体は、例えば宅建業者でもいい
のでしょうか。

日本型エスクローといったものは
必要となるでしょうか。また中小
宅建業者にとってどのようなメ
リットがありますか。

エスクローは
実はすでに宅建業者の
皆さんがやっている
ことなんです
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個人の嗜好からあえて
中古住宅を選ぶ人も
増えています。

　実は、私はもともと宅建業者で
した。不動産仲介業に携わるなか
で、ホームインスペクションの必
要性を感じこの仕事を始めました。
理由としては二点あります。一つ
目は、中古住宅というだけで、築
年数や物件の実態に関わらず、一
律に評価額が下がっていくことに
対する疑問ですね。二つ目は、宅
地建物取引主任者といっても、建
物に関する知識は基本的にないと
いうこと。不動産取引の仕組みの
中に建物の調査・診断をする仕組
みが要るのではないかと思って、
海外の事例を調べだしました。英
米では既にホームインスペクショ
ンというものが根付いているとい
うことを、そこで初めて知りました。
　当社の立ち上げは1999年ですが、
設立当初は1カ月に数件の申し込
みしかない有様でした。それが
2007年の後半から徐々に盛り上が
り、現在は人員がめいっぱい動い
て対応している状況です。この増
加は、まず新築マンション市場の
影響が大きいですね。価格高騰に
より消費者が中古市場に流れて
いったということ。もう一つは、
住宅に対する需要の多様化です。
価格の問題でなく、古さを生かす

といったヴィンテージ志向への変
化、こだわりが生まれてきたから
だと思うのです。

宅建業者が
司令塔となるインフラ
整備が理想です。

　ホームインスペクションの業務
は、まず既存住宅を、問題ないも
の・補修して長く住むもの・壊し
てしまうもの、と大きく三つに切
り分けていく作業から始まります。
中古住宅の建物としての品質は物
件ごとに大きく異なるためです。
いま見ているのは主に三点です。
決定的な欠陥がないか、購入後い
つごろ、どこに、どれくらいのお
金がかかりそうなのか、そして、
それをすることによって、あるい
はそれをしなければ、およそ何年
くらいもちそうなのか。今依頼し
てくるのは９割方買主の方なので
すが、「買え」「買うな」という価
値判断はせずに、徹底して第三者
的・客観的な判断材料を提供して
います。
　また法体系に関して言えば、既
存住宅の売主は個人だということ
を想定して整備していくことが必
要でしょう。日本では、基本的に
売主の方に責任がついて回ります
が、これは資力のある新築分譲業
者がこれまでの住宅の売主の主力
だったからでしょうね。

　中小宅建業者にとってのホーム
インスペクションのメリットは、
エスクローとともに、大手に伍し
ていくための手段となるというこ
とです。宅建業者が取引における
司令塔となり、物件調査は外部の
インスペクター、その他取引にか
かわる法的な権利関係や物件の価
格評価などは、やはり外部の司法
書士や鑑定士などに任せるという
体制ができれば、あとは個々の業
者の資質の勝負となります。中小
でも大手に十分伍していくことが
可能となるでしょう。

建築確認の有無の
説明についても規定がない、
重要事項説明には明確な
線引きが必要です

　日本版エスクローの確立に当
たって、米国と日本の宅建業者は
事情が異なるということを理解し
ておく必要があります。関わる業
者の役割分担が明確に決められて
いるアメリカと違って、日本では
宅建業者が膨大な範囲の重要事項
を説明しなければなりません。し
かし、この説明範囲が非常に曖昧
であることが問題です。もともと
宅建業法は罰則規定の意味合いが
強いので、「これを説明しておけ
ば大丈夫」という基準にはならな
いんですね。たとえばどこの業者
でも説明している建築確認の有無、

検査済み証の有無などは、実は宅
建業法では定められていません。
まずはしっかり線引きをして、グ
レーゾーン的部分についてはエス
クロー会社が請け負うという仕組
みが良いのではないかと思います。
現在宅建業者がサービスでやって
いるような法令上の手続きに関す
る調査もエスクロービジネスとし
て業務転換できるでしょう。
　ですから、日本版エスクローは、
アメリカのような書類作業だけで
は不十分です。自分たちで調査し、
それ以上に専門性が必要なものに
ついては調査会社に割り振ってい
く。現地、設備の調査だけではな
く、法務局や市役所での調査、並
びに書類の照合調査などで業務は
構成されるでしょう。ここから、
白アリの有無、建物の傾斜などの
細かい項目が加わっていく形で
しょうか。まず膨大なチェックリ
ストを整備し、調査会社がチェッ
クして、エスクロー会社が書類精
査をしていくという、宅建業者の
外に責任を負う第三者機関による
主体を設ける形が理想ですね。

良質の既存住宅市場は
情報開示で一気に
活性化もあり得ます

　日本版エスクローが確立されれ
ば、宅建業者はトラブルに巻き込
まれることが格段に少なくなりま

すね。業者は、作成した書類をエ
スクロー会社に提出し取引審査し
てもらいますから、二重チェック
になります。また調査項目に不足
部分がある場合も、「不足がある」
と買主に対して事前に情報開示す
ることでトラブル回避率は格段に
向上します。買主の方に自衛する
機会が与えられることになります。
その際、どの調査会社を使うのが
よいといった助言をするのもエス
クローの仕事です。また、売主・
買主がエスクロー費を支払えば、
宅建業者にはコストもかかりませ
ん。
　いまの時代、信頼感を得る最大
の武器は、信頼されるべき情報開
示です。これまでは、既存住宅に
きちんと情報表示の枠をつけよう
にも、出すべき情報の範囲が分か
らず不可能でした。その環境が改
善されれば情報の質は確実に向上
します。既存住宅も年々品質は向
上していますから、“情報開示の枠
組みづくり”がうまくいけば、一
気に既存住宅の市場の流通が活性
化されることも十分期待できます。

Osamu Nagashima
広告代理店を経て、1994年ポラスグループ（中央
住宅）入社。営業、企画、開発を経験後、1997年か
ら営業支店長として幅広い不動産売買業務全般に
携わる。1999年、業界初の個人向け不動産コンサ
ルティング会社『不動産調査 さくら事務所（現 株式
会社さくら事務所）』を設立する。

Shigeyuki Tsumura
1980年三井のリハウス入社。1984年、日本で初
めて不動産調査業務を主業務とした有限会社津村
事務所（現　有限会社エスクローツムラ）を設立、代
表取締役社長就任。全国各地で講演活動を行い、
エスクロー調査の普及に傾注する。「不動産調査入
門基礎の基礎」「不動産調査入門実務の基礎」（い
ずれも住宅新報社）など著書多数。

エスクローホームインスペクション

既存住宅を、問題ないもの・補修して長く住むもの・
壊してしまうもの、と大きく三つに切り分けていく

作業から始まります

エスクロー確立のためには、
まず宅建業者の重要事項説明範囲を明確に

線引きすることが必要不可欠です

株式会社さくら事務所 代表取締役社長  長嶋 修氏 有限会社エスクローツムラ 代表取締役社長  津村 重行氏

動産の取引において、売
り手、買い手、双方が、

偏りの無い、正確な情報を基に、
納得して売買することが最も大
切なことです。特に、既存中古
住宅の場合に於いては新築案件
と異なり、権利関係などの情報

に加えて、設備を含めた管理状
況など、つぶさに明示し、その
評価を算出し、事後のトラブル
を未然に防止するため、ホーム
インスペクションやエスクローシ
ステムは極めて有効であると思
われます。

不

委員長 髙橋民雄広報・相談委員会から ひ と こ と
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特集Ⅲ

大盛況だった 
在日中国人向けの 
不動産セミナー

　そのセミナー会場は大変な熱
気に包まれていました。「ぎっ
しりと満席で、皆、知り合いと
か、友人同士といった感じで、
横のつながりの強さが伝わって
きました」と語るのは、講師を
務めた不動産コンサルタント、
オフィス野中代表取締役の野中
清志さん。去る４月24日、新宿
で開かれた在日中国人向けの不

動産購入セミナーでの光景です。
　セミナーを企画したのは日本
温州総商会。総商会とは、日本
でいう商工会議所のことです。
温州市は、中国沿岸部に位置す
る浙江省の人口は750万人の大
都市。華僑の有力な出身地の一
つと知られています。中国国内
では不動産投資家の輩出地とし
ても有名です。かつて北京や上
海に向けて温州からたくさんの
不動産投資ツアーが組まれまし
た。
　なぜ、その温州市の在日の商
工会議所が不動産購入セミナー
を企画したのでしょうか。セミ
ナーを立ち上げた温州総商会秘
書室長の王平さんと会長の林立
さんは、次のように説明します。
　「いま温州人は中国の不動産
価格は上がりすぎて危ないと感
じています。ですから、シンガ
ポール、カナダ、オーストラリ

アなど海外の不動産に投資を始
めています。当然、日本にも目
を向けています。そこで、温州
で日本の不動産を紹介するフェ
アができないかと考えました。
その準備段階として、在日中国
人の人たち向けに不動産購入セ
ミナーを企画したのです」
　セミナーは、野中さんが、日
本の不動産における法制度や慣
習、物件の選び方などをレク
チャーし、HSBC（香港上海銀
行）のローンアドバイザーが同
社の日本国籍がなくても利用で
きる不動産投資ローンについて
説明※。スポンサーとなった不
動産会社が実際の物件を展示し
ました。（※日本国内に居住してい

て、外国人登録証を保有している方

が対象。非居住者の方は対象外）

　「完全予約制で100名程度の予
定だったのですが、在日中国人
の人たちを中心に約130名の申
し込みがありました。在日中国
人も不動産の購入意欲がとても
高いことが分かりました」と王
さん。

マンションを 
買っているのは 
新華僑の人たち

　マンション業界ではいま、中
国人にまつわるいろいろな噂話
がささやかれています。曰く、
「東京臨海部の大手デベロッ
パーの800戸規模のタワーマン
ションは、モデルルームの来場

者の１割近くが中国人だった」
「台東区で売り出した商社系デ
ベロッパーのワンルームマン

ションは総戸数約60戸のうち、
半分近くを中国人が購入した」
「足立区の300戸規模の大型マン
ションの販売広告を都内で発行
している中国語新聞に載せたら、
中国人向けに20戸も売れた」な
どなど。
　住まい方に関する慣習の違い
から、中国人たちが同じマン
ションに住むことに抵抗感を感
じる人がいるなかで、マンショ
ンデベロッパーも本当のことを
なかなか明かしません。しかし、
あるデベロッパーの担当者は、
こう打ち明けます。
　「都内のマンションにおいて、
中国の方々の需要が一定量ある
のは事実です。ただ、中国本土
の富裕層の人たちはごく一部で
す。日本で永住権を取って働い
ている方、とくにこの10年～20
年のうちに日本に来た新華僑と
呼ばれている人たち、また、中
国本土や香港に本拠地があるけ
れど、日本に縁がある人たち、
例えば奥さんが日本人といった
方々、こうした人たちがほとん

どです」
　温州の不動産セミナーで、講
師を務めた野中さんも次のよう
に補足します。
　「確かに熱気はすごくて、個
別にいろいろな質問も受けまし
たが、皆さんすごく慎重ですよ。
今回は投資というのではなく、
自分で住むための物件を探して
いる方が多かったですね」

個人の海外送金制限の 
壁は高い

　マスコミがセンセーショナル
に取り上げる中国マネーが日本
の不動産を買い漁るという現象
は、現時点では、ごく一部の事
例をデフォルメしたものに過ぎ
ないのかもしれません。なぜな
ら、資金調達の面、ローン実行
の面でまだまだ乗り越えなけれ
ばならない壁は大きいからです。
　「中国には海外送金の厳しい
制限があります。個人の場合は、
年間５万ドル（米ドル、以下同
じ）です。５人以上同じ口座に
送金することは認められません。
通常は夫婦２人で10万ドルまで
というのが、海外送金の限度で
す。企業が海外投資をする際に

も個人ほどではありませんが、
規制があります。商務行政機関
の審査を受けなければなりませ
ん。中国との政治関係や中国の
対外投資政策に基づいているか
などが、判断材料になります」
　こう語るのは、日系企業など
の法的業務を幅広く取り扱って
いる上海兆辰匯亜法律事務所・
上海兆辰匯亜法律事務所天津支
所パートナー律師（弁護士）の
賈暁海（ジャ  ショウカイ）さん。
賈さんは、６月19日に上海で開
かれた日本不動産投資フェアを
覗いてみました。主催者は、ア
ジアを舞台に事業を展開してい
る日本の不動産コンサルティン
グ会社でした。
　「会場には120～ 130名ぐらい
の人たちが集まっていました。
参加者の関心が高く質問も多
かったのが、やはり日本の不動
産を購入するにあたっての送金
問題でしたね」
　この送金問題をクリアする方
法がないわけではありません。
香港に口座を開設し、そこから
日本の銀行に送金するという手
があります。また、投資対象国
に親類縁者がいれば、当面その
親類縁者の名義にして、負担分

世界経済の低迷を尻目に、膨張を続けている中国経済。
バブルと言われつつもその勢いは止まりません。

そのお金が世界の不動産市場に滲みだしています。
日本にはどのように流入してきているのでしょうか。

上海浦東区の高層ビル群  Photo by チャイ語なび（http://www.chai5.jp）

─ 国 際 都 市 東 京 ／ 街と不 動 産 の 俯 瞰 図─

中国マネーは
不動産マーケットに
どう流入しているか

オフィス野中・野中清志さん

温州総商会・林立さん（右）、王平さん（左）

大盛況だった在日中国人向けの不動産購入セミナー

中国律師（弁護士）・賈暁海さん
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を送金の制限範囲内で補填して
いくというやり方もあります。
一定額以上の不動産を購入すれ
ば永住権が付与されるカナダと
かオーストラリアなど移民国家
への中国人投資は、そのような
方法が取られているとも言われ
ます。ただし、日本の不動産投
資においては、送金の制限が障
壁の一つになっていることは紛
れもない事実なのです。

国籍・永住権なしでは 
住宅ローン不可

　では、ローンの問題はどうで
しょうか。温州総商会の不動産
セミナーでHSBCが説明した不
動産投資ローンは、世界各国で
同社が展開している「HSBCプ
レミア」というバンキングサー
ビスで提供している商品のうち
の一つです。このサービスを受
けるには、日本においては、原
則として1000万円以上の月間平
均総預り残高が必要です。日本
の国籍・永住権なしでも外国人

登録証があれば、不動産投資
ローンの利用が可能で、借入限
度額の上限も特にありません。
融資額は同社が判定した担保価
格の７割までで、預金連動型
ローンを利用のうえ、2010年６
月時点で融資を受けた場合、基
準金利は年利４％です。日本の
メガバンクなどが子会社を通じ
て提供している不動産投資ロー
ンは、年利６～10％以上ですの
で、それよりも有利なことは確
かです。
　「温州総商会のセミナーでは
かなりの反響がありました」と
言うのは、HSBC個人金融サー
ビス本部コンシューマーアセッ
ト部シニア・バイス・プレジデ
ントの堀晃一さん。ただし、担
保掛け目９割で、基準金利も年
利2 .49％（預金連動型ローンを
利用のうえ、６月に融資を受け
た場合）と不動産投資ローンよ
りも有利な同社の住宅ローンの
適用に関しては、「日本国籍か
永住権が必要です」とのことで
す。
　このように見てくると、実際
に日本で不動産投資を行ってい
るのは、現時点では在日中国人
の方々が主流だということが分
かります。外国人登録者のうち
中国人は2008年末で約65万5000
人と（法務省調べ）、日本への
帰化が進む韓国・朝鮮籍の人た
ちを抜き、国別では第１位となっ
ています。このうち東京都には

約15万7000人と23％が集まりま
す。彼らはどんな物件を求めて
いるのでしょうか。

中国人入居後の 
フォローが大事

　「３類型に分けられます。商
売に成功している人たちは１億
円以上の収益物件、すでに住宅
を持っていて手持ちのお金を
持っている人たちは投資用でマ
ンションのユニット買い、自分
の住宅を求める人たちは1000万
円～2000万円以下のマンション
という具合です。家賃を払うだ
けで自分のものにはならない賃
貸よりも、確実に自分のものに
なる所有権のほうが好まれます。
総じて、お金が貯まれば不動産、
というように積極的ですね」
　池袋で中国人向けの不動産仲
介業を展開するユーエスマネジ
メンツ代表取締役の上島透さん
はこのように説明します。

　上島さんはもともとさいたま
市で、パワービルダーの建売住
宅の販売代理を手掛けていまし
た。中華料理が好きで、池袋の
中華料理店に足しげく通ううち
に、そこのコックさんの住宅購
入の相談に乗ったのが、中国人
向けの不動産仲介業を始める
きっかけでした。
　「最初のうちは身分を明かさ
ずに相談に乗っていたんですよ。
そうしたら店のオーナーからも
いろいろな相談を持ちかけられ、
それならばビジネスとしてきち

んと対応しようということで始
めたのです。建売の販売代理の
時は30万部のチラシをまいても、
現地に来てくれるお客さんは１
人か２人でしたが、いまは中国
語の物件紹介の小冊子を200部
程度、池袋の中華料理店に置か
せてもらうだけで、比較になら
ないほどの反響が来ます（笑）」
　上島さんは、販売代理は社員
に任せて、2009年の11月にユー
エスマネジメンツを開業しまし
た。最も気をつけていることの
一つは、中国の人たちが物件を
購入、または入居した後のフォ
ローです。
　「中国の人たちを色眼鏡で見
る雰囲気があるのは事実です。

だからこそ、中国の人たちには
ゴミ出しのルールなど日本にお
ける住まい方のエチケットを徹
底して理解してもらいます。ま
た、私自身が必ずお隣や管理組
合にあいさつに行き、なにかト
ラブルがあったら連絡してくだ
さいと伝えます。幸い、トラブ
ルはまだ１件もありません」

不動産投資抑制策で 
資金は中国外へ

　中国本土の不動産ブームと在
日中国人の不動産需要を背景に、
自ら不動産業に飛び込む中国の
若い人たちも出てきました。池
袋北口で今年の４月に開業した
フォレストガーデン代表取締役
の高木隆介（本名・杜相林）さ
んはその一人。高木さんは吉林
省出身。東洋大学に留学し情報
工学を学び、卒業後、日本でホー
ムページ作成会社を設立しまし
たが、2009年宅建試験に合格し
不動産会社を立ち上げました。
今年、全日本不動産協会東京都
本部の豊島・文京支部にも加盟
しています。雑居ビルの２階に
あるオープン間もない店舗には、
若い中国人たちがひっきりなし
に訪れます。
　「順調にスタートできたと
思っています。早くも売買の成
約も出ました。私には日本の中
国人コミュニティの横のつなが
りや、本土の人たちとのネット
ワークがあります。不動産業は

とくに人とのつながりが大事で
すね。需要の強いエリアは、第
一に新宿、次に渋谷、池袋といっ
たところでしょうか。次は新大
久保に店を出したいです」と、
高木さんは抱負を語ります。
　さて、日本の不動産への中国
の投資マネーは今後とも在日中
国人の人たちが主流のままなの
でしょうか。前出の上海の律師
（弁護士）、賈さんは次のように
見ています。
　「中国政府は不動産投資抑制
策を強めています。今年の１月
と４月に打ち出された『国十一
条』『国十条』と呼ばれている
ものがそれです。これによって
中国国内の不動産市場から、
4000億元～7000億元（約６兆～
10 .5兆円）の資金が撤退すると
言われています。当然これらの
資金は行き先を探しているわけ
で、その一部が香港経由などの
ルートを使って、海外の不動産
に流れることは、十分考えられ
ます。中国人は日本にある種の
憧れをもっていますし、日本の
不動産に魅力を感じています」
　いまは、中国マネーの日本不
動産への本格流入の前夜なのか
もしれません。

フォレストガーデン・高木隆介さん

ＨＳＢＣ・堀晃一さん

ユーエスマネジメンツ・上島透さん

特集Ⅲ

中国マネーは
不動産マーケットにどう流入しているか

中華料理店や中国食品雑貨店などが
ならぶ池袋駅北口周辺
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回は、思い切ったことを
書こうと思います。こう

いうことを書くと良く思われな
いかもしれません。しかし、わ
れわれは危機感を持つ必要があ
ると思います。世の中が急速に
変化しようとしています。そし
て、今までのビジネスモデルが
通用しない、という状況が生ま
れているのです。近い将来、賃
貸仲介手数料というものは「０」
になってしまうのではないか、
そんな気がしてなりません。理
由は、５つあります。
1 Web環境の充実
2 スマートフォンの浸透
3 営業力の低下

  （草食系営業マンの増加）
4 賃貸管理ビジネスの台頭
5 デフレ・不況

　インターネットというものが
一般個人に普及し始めたのは、
1995年「Windows95」が発売
された頃からだと記憶しており
ますが、いまは、「スマートフォ
ン（高機能携帯電話）」の時代
です。簡単に情報が手に入りま
す。「iPhone」「iPad」が大変
人気ですね。私も両方買ってみ
ました（笑）、すごいですね、
これは。スマートフォンは、一

応「携帯電話」ですが、こ
れは「手のひらに乗るパソ
コン」と考えたほうが良さ
そうです。たまたま、電話
も付いていると。これはま
さに小型ＰＣを持ち歩いて
いるということです。この
スマートフォンは世の中を
変えると言われています。iPhone
アプリである「セカイカメラ」で
街をかざすだけで、物件情報が
画面にあぶりだされます。

メリカのGoogleでは不動
産ガイド「Real Estate in 

Google Map」で不動産情報が
無料で登録でき公開されていま
す。日本のGoogleサイトでは、
まだ検索オプションは「お店や
サービス」しかありませんが、
そのうちここに「不動産」とい
う項目が追加されるのでしょう
ね。すごいことになります。「ス
トリートビュー」もありますか
ら、街の雰囲気も机上でほとん
どわかります。
　入居者は、自分で簡単にさま
ざまな物件情報にたどりつくこ
とができます。そして、Web上
で、物件を充分吟味することが
できます。そして、２～３戸に

絞り込んで業者に来社、もしく
は現地集合です。不動産仲介営
業マンというのは、ただの「カ
ギ開け案内人」にすぎません。
はたして、カギを開けてもらっ
ただけなのに、家賃６万円なの
で、６万円の手数料を払う気に
なるでしょうか？なりませんね。

た、昨今の「管理ビジネ
ス」への関心の高まりが

「仲介手数料『０』」を加速する
でしょう。しっかりいい管理を
して、オーナーからフィーをい
ただければ、何も入居者から仲
介手数料を無理にいただく必要
はありません。そもそも、賃貸
仲介業は赤字体質です。儲から
ない。大事なのは「管理」です。
「管理」をいまからしっかりやっ
ていないと、「仲介」の売上が
メインの会社は近い将来、大変
厳しいことになると思います。

回から４回に渡りまして、
「ITなるほど顧客管理

術」というテーマで、主に不動
産仲介業においてのIＴの活用
方法について説明させていただ
きます。
　まずは、顧客管理の従来手法
とIT活用の意義・目的を整理し
ます。
　不動産会社における一般的な
顧客の管理手法は、営業担当の
ノートあるいはアンケートシー

トの束です。顧客と随時やりと
りした結果を余白に付記して、
これを上司に提出・相談し情報
の共有と指示を受けるものです。
この古典的な方法には、次のよ
うなメリットが挙げられます。
上司・部下のコミュニケーショ
ンを促す、可搬性・縦覧性（現
在動いている顧客の範囲におい
て）に優れる、手書きする際に
顧客の属性が記憶に刷り込まれ
る、等です。
　しかし、この管理手法には多
くのデメリットが含まれており
ます。

　例えば、
　• 顧客管理が営業担当任せ
となり、加えて上司の采

配が悪いと、顧客取りこぼ
しの実態が正確に把握でき
ない（ごまかしが利く）

　•  顧客にDMを出したり、
メール一斉同報したりす
ることが手作業なので、
面倒くさくなり、よって
その頻度が低下する

　• 購入や賃貸で入居されて
いる顧客からの不意のお
問合せに対して、その営
業担当が不在や退職の場
合に、上司や同僚が的確
に対応できない

　•  顧客からの信頼感が向上
できない

　　→ 顧客の次なる相談を拾
えない

　　→商機喪失
　•  上記に関連しますが、既
存顧客の定期フォローを
体系化し、再取引を促す
ことがやりにくい

　•  扱った顧客数のうち、見
込み客から成約へどの位
誘導できたかの歩留まり
管理が数値化できず、勘
頼みとなる

　　→ 契約拡大の有効的な手
法が科学的に解明でき
ない

　等です。

際には全くITを活用して
いない会社があるのも事

実ですし、それでも経営がなり
たっているのも事実です。しか
し、経営者が事業拡大を目論ん
でいるにも関わらず規模の拡大
が図れていない会社は、上記問
題を克服していないのも一因の
ようです。国内の不動産業の位
置付けを向上していきたい、顧
客の利便性・満足度を高めてい
きたい思いからも、これらの諸
問題点を克服して、顧客から選
ばれる事業を展開するには、IT
活用は避けては通れない課題で
す。

回は、ITと一言で言って
もわかりにくいので、パ

ソコンを社内に導入して、何ら
かの顧客管理用のソフトウェア
を導入して、社内全員で同じ
ルールに基づいて、あるタイミ
ングにおける一定の精度の情報
を入力・蓄積し、それをある権
限に基づき出力（画面で見るの
も含む）して、事業活動の特定
目的に活用する、と定義して、
説明を続けることとします。

アパート家賃・入居率アップ

不動産ビジネスお役立ちファイル不動産ビジネスお役立ちファイル

社内全体のルールを決め、
情報を出入力

必ず来る！ 
仲介手数料『０』の時代

第1回第5回

株式会社レックアイ
代表取締役社長

鈴木 徳之　

都内の不動産会社及びハウスメーカー勤務を経て、1996年に賃貸物
件の企画・建築プロデュース及びその経営管理（プロパティマネジメン
ト／ＰＭ）を専門とする㈱アートアベニューを設立、代表取締役社長
に就任。2001年、建築会社とＰＭ会社に業務支援とコンサルティング
をするオーナーズエージェント㈱を設立し、代表取締役社長に就任。Ｃ
ＰＭⓇ／米国不動産経営管理士（サーティファイド･プロパティ･マネー
ジャー）、ＣＦＰⓇ／サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー。

1985年株式会社大京に入社。グループのシステム構築、マ
ンション分譲／販売業務効率化のためのBPR（事務業務再
設計）に従事。経営企画部ネット戦略室長就任後、居住者
向けサービス企画も含めたグループ全体のIT化を指揮。2003
年11月㈱レックアイを設立､ デベロッパー、仲介会社、管理
会社向けのパッケージソフトの開発や、Web製作、ネット営業
等の構築・提供の陣頭指揮を執る。

Noriyuki Suzuki

藤澤 雅義 CPMⓇ
Masayoshi Fujisawa

オーナーズエージェント株式会社
株式会社アートアベニュー
代表取締役
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本籍人口数が住民の数の２倍

　10.08㎢。これは台東区の面積
です。23区中最小である台東区
は、現在約17万人と、住民の数も
多くはありません。しかし、この
最小区に本籍をおく人が、約31万
人以上いることはご存知でしょう

か。本籍人口数が住民の総人口の
約２倍もあるのです。住民人口よ
りも本籍人口が多い区としては、
千代田区、中央区に次ぐベスト３
です。ただし、千代田・中央区は、
昼間人口が夜間人口の6.6～ 20倍
もある魅力あふれるビジネス街で
す。台東区の昼間人口は夜間人口
の２倍に過ぎません。住居が移っ
ても本籍は残しておきたいという
愛着を人々に抱かせるこの土地の
魅力は何でしょうか。

100基の神輿が練りまわる
三社祭

　浅草では、地元住民の下町的つ
ながりが生きています。例えば、
浅草神社の三社祭。浅草神社は、
明治元年の神仏分離令で浅草寺か

の金文字が大きく刻まれているの
です。これは、慶応元年（1865年）
の火災で焼失した後、昭和35年
（1960年）、松下電器創始者松下
幸之助氏が現在の門を寄進したた
めです。松下氏が浅草寺に祈願し
て膝の痛みが治ったことへの御礼
といわれています。
　浅草は商店街がにぎわう街でも
あります。職人的ものづくり、特
に靴や鞄などの皮革産業が強く、
全国一といわれる「花川戸靴履物
問屋街」には約70店舗の履物問屋
が並びます。隅田川沿いの今戸は
かつて大名屋敷が並ぶ地域でした
が、明治以降軍靴需要の高ぶりに

後押しされる形で靴工が大きく広
まったといいます。

二大音楽家が
すれ違った奏楽堂

　上野の山は、戊辰戦役後、一帯
が焼け野原になってしまいまし
た。その後、オランダ軍医ボード
ワン博士の提言により、明治４年
（1871年）、わが国初の西洋式都
市公園である上野公園として蘇
り、文明開化の発祥地点となって
いきました。
　明治の二大音楽家がこの地です
れ違っています。滝廉太郎と山田
耕作の二人が、当時通称「上野」
と呼ばれた、旧東京音楽学校に身
を置いていました。廉太郎は明治
31年（1898年）、東京音楽学校研
究科を卒業した後ドイツに留学し
ましたが、病気により１年で帰国
後明治36年（1903年）に没します。
山田耕作の入学はその後で、明治
41年（1908年）の卒業となるため
在籍期間は重なりませんが、西洋

音楽黎明期の双璧が同じ学び舎か
ら輩出されました。廉太郎がピア
ノを弾き、耕作が歌った同校施設
の奏楽堂は、日本最古の木造洋式
音楽ホールであり、現在も上野公
園でみることができます。
　この上野公園の隣には、上野桜
木の閑静な住宅街、古くからの街
並みがのこる谷中地域が広がって
います。関東大震災や戦災の影響
が少なかったため、谷中には歴史
的な建造物が残り、戦後生まれた
商店街が今もにぎわいを見せてい
ます。
　台東区は、下町と山の手のそれ
ぞれの歴史・文化が絡み合ってい
る街です。そして新しいものを自
然に取り入れる街です。現在、区
では、建設中の東京スカイツリー
を新たな観光資源にするため、立
地する墨田区との連携を強めてい
ますが、これもそうした取り組み
の一環です。（写真提供：台東区役所、
浅草神社、浅草寺）

次回は多摩地区を取り上げる予定です。

ら分離して出来た神社です。推古
天皇36年（628年）、聖観世音菩
薩の像を隅田川から引き揚げた聖
者三人を「三社さま」と呼び御神
体としています。３日間に及ぶ三
社祭の間、浅草には熱気が充満し
ます。２日目の町内神輿連合渡御
では約100基もの神輿が域内を練
りまわりますが、これらは、浅草
氏子44 ヵ町が町会単位で担ぐも
の。３日目に、三社さまが宿る本
社神輿が各町会をまわります。ま
た、浅草神社を出た神輿が浅草寺
に入る際、雷門をくぐるために提
灯が畳まれるという珍しい光景も
見られます。
　その雷門ですが、よく見ると、
意外なことに気付きます。大提灯
の下部分（下加輪）に「松下電器」

東 京

 地 元

  発 見
第4回

台東区の巻

①総人口数
（人）

②本籍人口数
（人）

②÷①
（倍）

千代田区 50,448 186,055（H21.4.1） 3.68

中央区 120,305 227,540（H22.4.30） 1.89

台東区 175,415 313,820（H22.5.1） 1.78

港区 224,519 360,286（H22.6.8） 1.6

渋谷区 206,792 305,743（H22.3.31） 1.47

文京区 197,752 291,468（H22.3.31） 1.47

墨田区 249,746 310,885（H22.4.30） 1.24

新宿区 319,304 391,870（H21.4.1） 1.22

豊島区 265,779 323,971（H22.3.31） 1.21

目黒区 261,774 290,758（H21.3.31） 1.11

北区 335,131 367,085（H21.4.1） 1.09

中野区 313,231 336,278（H22.3.31） 1.07

荒川区 204,473 218,356（H22.3.31） 1.06

品川区 361,732 373,058（H22.4.1） 1.03

杉並区 539,906 525,167（H22.4.1） 0.97

大田区 694,035 661,085（H22.4.1） 0.95

世田谷区 851,186 794,652（H22.3.31） 0.93

葛飾区 448,411 418,600（H22.3.31） 0.93

足立区 667,062 584,875（H22.3.31） 0.87

板橋区 537,711 469,785（H22.3.31） 0.87

江東区 469,148 394,187（H21.3.31） 0.84

江戸川区 680,265 544,070（H22.3.31） 0.79

練馬区 708,212 541,067（H21.6.26） 0.76

［東京都23区別総人口数・本籍人口数とその比率］

各区の総人口は東京都の人口推計より（H22.5.1現在）

奏楽堂

谷中の街並み

仲見世

三社祭

浅草寺本堂

雷門

浅草神社

根津の街並み
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借家の保証とは、債務者
（借主）が、債権者（貸主）

に対して賃料の支払い等の弁済が
出来ない場合に、保証人が借主に
代わり弁済する、という合意です。
これを借主―貸主間の合意ととら
れている方がおいでですが、保証
契約はあくまで、保証人と貸主と
の合意であり契約です。機関保証
などでは、借主の委託に基づかな
い保証のほか、借主の意思に反し
ても保証契約が結ばれる例もある
のです。なお、機関保証とは、借
主の親や知人といった個人（自然
人）ではなく、保証を業とする会
社などの機関が保証人となる方式

です。
　平成16年、「保証契約は、書面
でしなければ、その効力を生じな
い」とされました（民法446条２
項）。保証を取り付ける際には、合
意の成立だけでは不十分であり、
契約を書面化しなくてはなりませ
ん。その場合、借家契約書に、借
主とともに保証人の署名・記名と
押印が必要となります。保証人が
遠隔地にいてそれが困難な時は、
「連帯保証人引受承諾書」といった
別紙で対処します。この場合、主
な債務の内容（借家の物件概要、
誰と誰との借家契約か、など）を
示すことが求められます。インター
ネットなど、電磁的記録による方
法も認められています（同条３項）。
　また、印鑑証明や収入証明も必
要となりますが、保証人によって
はそうした諸手続きに対し不満を
漏らす方もいます。保証は書面化

しなくては効力を持たないこと、ま
た、保証人には「弁済をする資力」
が求められていること（同法450
条１項２号）などを説明し理解を
得ましょう。

　
まず、保証形式としては
「連帯保証」が一般的で

す。保証債務とはそもそも、借主
が債務を履行しないときに初めて
保証人に対して請求できるもので
すので、「単純保証」の場合、保証
人には、貸主に対して、「滞納賃料
の請求・強制執行はまず借主に対
して行え」と言う抗弁権がありま

す。しかし、「連帯保証」であれば、
保証人は借主と負担を連帯してい
ますから、そうした抗弁は主張し
得ないのです。
　貸主は、保証人に対して、借主
の滞納賃料のほか、支払い遅延の
損害金も請求し得ます。借家契約
が解除されたにも関わらず借主が
明渡しを履行しない場合は、賃料
相当額の損害についても請求でき
ます（同法447条１項）。借主の目
的物件の返還債務まで保証人に求
め得るかについては、現在明らか
ではありません。貸主としてできる
ことは、借主の返還が遅れれば遅
れるほど損害金が嵩む旨を保証人
に伝え、借主による早期の返還を
督励する程度に止まるのではない
かと思われます。
　これに関連して、借主の無断退
去、いわゆる「蒸発」の問題があ
ります。借主とのコンタクトが不
可能でも、保証人に対する契約解
除で明渡しをしてもらえば一件落
着するのですが、現行法では保証
人にそこまでの権限は与えられて
いません。そこで今後は、保証人に、
借主に代わっての契約解除から明

渡しの権限、さらに残置物件処分
の権限を与えることを貸主・借主・
保証人の三者であらかじめ約定す
ることを検討すべきでしょう。

民法では借家の更新につ
き、「従前の賃貸借につい

て当事者が担保を供していたとき
は、その担保は、期間の満了によっ
て消滅する（ただし、敷金につい
ては、この限りではない）」と規定
しています（同法619条２項）。こ
れによると、更新のたび保証人を
立ててもらわないと、保証のない
借家契約になります。もともとの保
証人も、再度の保証契約となると
尻込みする方も出ましょう。ですか
ら、改めての契約では、保証人が
見つからない事態も予想されます。

　これは、従前から争われてきた
問題でもあります。判例もまちまち
で、東京地裁は、「保証人は、借主
が多額の滞納賃料があるにもかか
わらず、法定更新された等のもと
では、責任は負わない」（平成10年
12月28日）としていますが、一方、
最高裁が「期間の定めのある借家
の保証人は、原則として、更新さ
れた後も責任を負う」とした、まっ
たく別の判例もあります（平成９
年11月13日）。このトラブルを回避
するには、予め、「保証人は、借家
契約が更新されたとしても、従前
通り保証債務を負うものとする」と
いった旨を約定しておくのがよい
でしょう。
　また、契約解除についてですが、
保証契約では特段の約定が成され
ていないのが通例です。ただし、「保
証人は、借主が継続して賃料の支
払い怠り、将来もその債務の履行
の見込みないのに、貸主が借家契
約を解除しない場合には、保証契
約を解除し得る」とする大阪地裁
の古い裁判例もあります（昭和８
年４月６日）。貸主としては心得て
おくべきでしょう。

貸主・大家さんからも関心を集めていた、滞納賃料取り立てを規制する「賃貸住宅居住安定法
（案）」は、６月の国会では審議未了となりました。しかし、廃案ではなく継続審議となっているた
め、今後可決成立する可能性は十分あります。この法案におけるもう一本の大きな制度が「家
賃債務保証業者の登録」です。その制度については、可決の際改めてご紹介するとして、今回
は、借家契約に伴う「保証」について、基本的な問題点を見てみましょう。

保証契約は書面化が必要
保証人の権限については
契約前に約定を

そもそも「保証」とは
何ですか？

一般に「保証契約は
１期限り」と言われますが、
更新後新たに保証人が
見つからないといった
不都合が生じませんか？

貸主は保証人に対して
どこまで保証債務を
請求し得るのでしょうか？

Q
Q

QA

A

A

社団法人東京都不動産関連業協会
　不動産相談室担当

三好 弘悦
Hiroyoshi Miyoshi

法令・書式 Q&A 相 談 室 から

本欄では、宅建業者を中心に寄せられた様々なご照会の中から、広く会員の皆様に知っておいていただきたい
と思われる事例をご紹介しています。なお本稿には私見にわたるところがみられるはずです。

そこは賢明な読者の皆様がご判読していただけるものと思っています。
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① 【紹介者に対するキャンペーン】
入会申請にあたって、紹介者がいらっしゃる場合には、紹介者に対
して、２万円分の商品券を進呈いたします。
※キャンペーン対象の紹介者は、東京都本部会員に限ります。
※入会申請書の「紹介者届」に記載された紹介者が対象となります。
※後日、入会申請者が正会員として入会した場合が対象となります。

②【新入会員に対するキャンペーン】
入会諸費用の合計金額から２０万円を減額いたします。
平成２２年９月３０日までに、東京都本部へ入会申請をした方が対
象となります。
※①②のキャンペーンの適用には、諸条件があります。
お問い合わせ　東京都本部事務局　電話 03─3261─1010

新入会員獲得
ご協力のお願い

本部

様の知人が宅建業を開

設される際には、本会を

ご推薦賜りますようご協力をお

願い申し上げます。

皆

オリジナル絵本
「ラビーのつきりょこう」
について

本部

010年３月、当本部は、オリジナル絵本「ラ

ビーのつきりょこう」を制作・発行いたしま

した。当本部マスコットキャラクター「ラビー」の

絵本を、会員の皆様の店舗等におき、一般都民

に無料配布することで、協会を広く周知すること

を目的としております。

　内容は、ラビーが月に行く物語を描いたもの。

作者の安野美奈子さんは今回が初めての絵本

製作とのことですが、特に子供連れで来店する

お客様に御好評を頂き、会員の方からは追加注

文も出ています。

　是非、協会の周知とともに、営業の円滑化に

も「ラビーのつきりょこう」をお役立て下さい。

2

会員専用ホームページのご案内

http://www.tokyo.zennichi.or.jp/ http://www.zennichi.or.jp/

東京都本部ホームページより書式フォーマットをダウン
ロードする際は、トップページ右上の「協会会員の皆様」
をクリックし、ユーザー名入力欄にtohonbuパスワード
入力欄にも同じくtohonbuと入力し、会員専用サイトに
アクセスして下さい。
ユーザー名▶tohonbu
パスワード▶tohonbu

また、総本部ホームページより書式フォーマットをダウン
ロードする際は、トップページ左上の「会員ログイン」
をクリックし、会員固有の統一コード・パスワードをご入
力下さい。
なお、会員固有の統一コード・パスワードについては、
総本部事務局までお問い合わせ下さい。
電話▶03─3263─7030   

東京都
本部 総本部

本部

従たる事務所の新設手続きについて

変更届の提出について

本部

知事免許の会員の方が、都内に従たる事

務所を新設する場合、まず、都庁にて従

たる事務所設置の手続き（仮受付）を行ってい

ただきます。都庁仮受付後、当本部へご来所の

上、事前にご記入頂いた協会届出書類等の提

出と諸費用を納入いただきます。協会受付終了

後、再度都庁にて手続きをとり、正式な受付と

なります。

　また、都内に本店を置く大臣免許の方が支店

を新設する場合には、東京都都市整備局経由で

関東地方整備局へ申請手続きをすることになり

ますが、当本部への申請手続き及び諸費用の納

付も必ず必要となります。

　これらの手続きがなされないと、新設した支店

での営業が出来ませんので、ご注意下さい。

　なお、都知事免許の会員が他道府県に支店を

新設する場合は、免許換えが伴いますので、協

会までお問い合わせ下さい。

表に関する変更があった場合、30日以内

に主務官庁にその旨を届け出たうえ（一

部除く）、当本部への変更届をご提出していただ

く必要がありますので、ご注意下さい。

　なお、入会審査時の届出事項より重大な変更

があると当本部が認めた場合、改めて入会審査

と同様の手続きにより、会員資格の適否を判断

することとなります。その際、調査事務費として

５万円を納付していただくこととなりますので、予

めご了承下さい。

　手続きの詳細については、電話03（3261）

1010 ㈹または、当本部ホームページにてご確

認ください。

都

右
当本部への手続きが
必要な変更項目一覧

商号又は名称

代表者

代表者現住所

役員（FAX手続き可）

電話番号・FAX番号
（FAX手続き可）

主たる事務所所在地
従たる事務所所在地
（ビル名・マンション名含む）

専任取引主任者

専任取引主任者現住所

政令使用人

政令使用人現住所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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相談日時

宅建業法
に関する相談

法  律
に関する相談

毎週、月・火・金曜日 13：00～16：00

毎週木曜日 13：00～16：00

相談応対は電話にて行います。電話による回答
が難しい場合等は来所いただくことがあります。
TEL 03─5909─1371（相談室専用電話）

法律相談は面談とさせていただきます。予め電
話にて予約を入れたうえで来所ください。
TEL 03─5909─1371（相談室専用電話）

なお、東京都本部でも、電話による法律相談を行っております。

毎週、月・金曜日 13：00～16：00

TEL  03─3261─1010

実施日時

本部では東京都より業務委託を受け、宅地建
物取引主任者証の更新などに必要とされる法

定講習会を実施しております。
　会員の方はもとより、会員でない方、宅建業に従
事されていない方でもご受講が可能です。受講対象
の方は、お気軽に当本部の講習会をご受講ください。
▶▶受講者対象
　東京都知事登録の宅地建物取引主任者で、下記
のいずれかに該当する方
① 取引主任者証の更新をしようとする方（現在お持ちの

取引主任者証有効期限の６ヶ月前より受講できます）。

② 取引主任者証の有効期限が切れたため、新たに主任

者証の発行をご希望される方。

③ 宅建試験に合格し登録された方で、新たに主任者証

の発行をご希望される方。（宅建試験に合格した日から１

年以内の方を除きます）。

▶▶申し込みにご持参いただくもの
1．認印

2． カラー写真（縦３ｃｍ×横２．４ｃｍ）３枚（写真機を当会

館の１階に設置してありますので、ご利用ください）。

3． 現在お持ちの取引主任者証（新規の方は登録通知書）。

4．受講経費　15,500円

　先着順に受け付けておりますので、定員に達した
場合は次回等に受講していただくことになります。ご
希望の受講日がある場合は、なるべくお早めに下記
までお問い合わせのうえ、当本部にご来所いただき、
受講手続きをお済ませ下さい。
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都営新
宿線

不動産
相談室

町
田
街
道

甲州
街道

都営大江戸線
都庁前

原町田
中央通り

新宿中央
公園南

西新宿

西新宿
3丁目

新宿
2丁目小田急町田駅

小田急小田原線

新宿駅

町田駅

市立小平
第五小学校

文化女子大

東京都庁
第一庁舎

東京都庁
第二庁舎

「不動産相談室」開設のお知らせ

京都本部関連団体である、社団
法人東京都不動産関連業協会で

は平成２２年４月２日より、会員支援事業
の一環として、「不動産相談室」を開設
致しました。６月３０日現在、会員の皆様
より４４０件の相談をいただいております。

東

編 集 後 記

広報・相談委員長

髙橋 民雄 　現政権がマニフェストによって打ち出してい
る、中古住宅市場の活性化については、永年、
当協会から提言している事柄を明文化したこと
に対しては、一定の評価がなされるべきことと思
います。
　しかしながら、本号（特集Ⅱ）に取り上げたよ
うに、我が国の中古住宅市場は、欧米とは大き
く異なり、我が国なりのシステムの構築が必要
となることは言うまでもありません、その一例が、
ホームインスペクションやエスクローを駆使し、

責任の所在や価値が算出されたとしても、我が
国の多くが売り手、買い手ともに個人の場合が
大半であり、実質的な保証行為を担うことが難
しいことが予想されます。
　その問題を補完する意味で、当協会のような
公益的法人が保険機能を担うか、他の中古市
場（例えば自動車）のように、一旦、基準価格で
引き取り市場に出す中間機関としての機能を担
うなど、今後、中古住宅市場発展のため、より具
体的な形で貢献出来るよう努力したいものです。

［所在地］
新宿区西新宿３─４─４　京王西新宿南ビル１０階
ＪＲ線新宿駅南口　徒歩約９分
地下鉄都営大江戸線都庁前駅Ａ４出口　徒歩約５分
京王新線新宿駅Ｏ２出口　徒歩約２分

本部

取引主任者法定講習のお知らせ

当

町田支部
事務所移転のお知らせ

支部

［所在地］
町田市森野1─33─11　町田森野ビル502号
小田急小田原線町田駅下車　徒歩約5分
JR横浜線町田駅下車　徒歩約10分
電話 042─710─1707　FAX 042─727─6337
［業務時間］月・木・金 13：00～17：00

ホテル
町田ヴィラ

町田市役所
森野分庁舎

JR横浜線

町田支部

町
田
街
道

原町田
中央通り

町田駅
小田急小田原線

町田駅

多摩北支部
事務所新設のお知らせ

支部

［所在地］
小平市花小金井6─26─33　ヴィラ花小金井202号
西武新宿線花小金井駅下車　徒歩約5分
電話 042─452─7100　FAX 042─452─6011
［業務時間］月・木・金　13：00～18：00

JR横浜線

町田支部

多摩北支部

町
田
街
道

小
金
井
街
道

原町田
中央通り

花小金井
駅西

花小金井

市立小平
第五小学校

東部市民
センター前

小田急町田駅

花小金井駅

小田急小田原線

西武新宿線

町田駅

実施日一覧

平成22年9月30日（木）／10月5日（火）
／10月20日（水）／11月2日（火）
［会場］ 当本部2階　全日ホール

上記以降の実施日については、電話またはホーム
ページでご確認下さい。
http://www.tokyo.zennichi.or.jp

【お問い合わせ先】
講習センター TEL 03─3262─5082

社団法人東京都不動産関連業協会

…中古住宅市場50％へのみち
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